
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）

改

正

案

現

行

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
証

４

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
証

書
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

書
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

抵
当
証
券

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

八

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る

証
券
又
は
証
書

（
削

除
）

５

前
項
の
規
定
は
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
法
第
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
金
銭
債
権
の
取
得
又
は
譲
渡
の
事

業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

５

（
略
）

６

（
略
）

６

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
利
先
渡
取
引
（
当
事
者
間
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
将
来
の
特
定
の
日
（
以



下
「
決
済
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
決
済
日
か
ら
一
定
の
期
間
を
経
過
し
た
日

（
以
下
「
満
期
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
期
間
に
係
る
国
内
又
は
海
外
に
お
い
て

代
表
的
利
率
と
し
て
公
表
さ
れ
る
預
金
契
約
又
は
金
銭
の
貸
借
契
約
に
基
づ
く
債

権
の
利
率
（
以
下
「
指
標
利
率
」
と
い
う
。
）
の
数
値
を
取
り
決
め
、
そ
の
取
決

め
に
係
る
数
値
と
決
済
日
に
お
け
る
当
該
指
標
利
率
の
現
実
の
数
値
と
の
差
に
あ

ら
か
じ
め
元
本
と
し
て
定
め
た
金
額
及
び
当
事
者
間
で
約
定
し
た
日
数
を
基
準
と

し
た
数
値
を
乗
じ
た
額
を
決
済
日
に
お
け
る
当
該
指
標
利
率
の
現
実
の
数
値
で
決

済
日
に
お
け
る
現
在
価
値
に
割
り
引
い
た
額
の
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
を
い

う
。
）

二

為
替
先
渡
取
引
（
当
事
者
間
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
決
済
日
か
ら
満
期
日
ま

で
の
期
間
に
係
る
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
（
同
一
の
相
手
方
と
の
間
で
直
物
外
国
為

替
取
引
及
び
当
該
直
物
外
国
為
替
取
引
と
反
対
売
買
の
関
係
に
立
つ
先
物
外
国
為

替
取
引
を
同
時
に
約
定
す
る
取
引
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
ス
ワ

ッ
プ
幅
（
当
該
直
物
外
国
為
替
取
引
に
係
る
外
国
為
替
相
場
と
当
該
先
物
外
国
為

替
取
引
に
係
る
外
国
為
替
相
場
と
の
差
を
示
す
数
値
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
取
り
決
め
、
そ
の
取
決
め
に
係
る
ス
ワ
ッ
プ
幅
か
ら
決
済
日
に
お
け

る
当
該
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
現
実
の
ス
ワ
ッ
プ
幅
を
差
し
引
い
た
値
に
あ
ら
か

じ
め
元
本
と
し
て
定
め
た
金
額
を
乗
じ
た
額
を
決
済
日
に
お
け
る
指
標
利
率
の
数

値
で
決
済
日
に
お
け
る
現
在
価
値
に
割
り
引
い
た
額
の
金
銭
、
又
は
そ
の
取
決
め

に
係
る
ス
ワ
ッ
プ
幅
か
ら
決
済
日
に
お
け
る
当
該
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
現
実
の

ス
ワ
ッ
プ
幅
を
差
し
引
い
た
値
に
あ
ら
か
じ
め
元
本
と
し
て
定
め
た
金
額
を
乗
じ

た
額
と
あ
ら
か
じ
め
元
本
と
し
て
定
め
た
金
額
に
つ
い
て
決
済
日
を
受
渡
日
と
し



て
行
っ
た
先
物
外
国
為
替
取
引
を
決
済
日
に
お
け
る
直
物
外
国
為
替
取
引
で
反
対

売
買
し
た
と
き
の
差
金
に
係
る
決
済
日
か
ら
満
期
日
ま
で
の
利
息
と
を
合
算
し
た

額
を
決
済
日
に
お
け
る
指
標
利
率
の
数
値
で
決
済
日
に
お
け
る
現
在
価
値
に
割
り

引
い
た
額
の
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
を
い
う
。
）

三

直
物
為
替
先
渡
取
引
（
当
事
者
間
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
元
本
と
し
て
定
め

た
金
額
に
つ
い
て
決
済
日
を
受
渡
日
と
し
て
行
っ
た
先
物
外
国
為
替
取
引
を
決
済

日
に
お
け
る
直
物
外
国
為
替
取
引
で
反
対
売
買
し
た
と
き
の
差
金
の
授
受
を
約
す

る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。
）

四

店
頭
金
融
先
物
取
引
（
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号

）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
店
頭
金
融
先
物
取
引
を
い
う
。
）

五

商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
商
品
に
つ
い
て
当
該
当

事
者
間
で
取
り
決
め
た
商
品
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引

そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
た
だ
し
、
差
金
の
授
受
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
る

取
引
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）

六

ク
レ
ジ
ッ
ト
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
当
事
者
が
元
本
と
し
て
定
め
た
金
額
に
つ

い
て
、
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
者
の
信
用
状
態
等
を
反
映
す
る
利
率
又
は

は
価
格
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引
、
当
該
当
事
者
間
で
取
り

決
め
た
者
の
信
用
状
態
等
に
係
る
事
象
の
発
生
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
又
は
財
産

の
移
転
を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。
）

七

ス
ワ
ッ
プ
取
引
（
当
事
者
が
元
本
及
び
金
利
と
し
て
定
め
た
外
貨
額
に
つ
い
て

当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
為
替
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す

る
取
引
、
当
事
者
が
元
本
と
し
て
定
め
た
金
額
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
の
そ
れ
ぞ



れ
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
利
率
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引

そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。
）

八

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て

前
七
号
に
掲
げ
る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て

対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
金
融
先
物

取
引
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い
う
。
）

７

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

も
の
は
、
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
八

項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
の
委
託
の
媒
介
又
は
代
理
と
す
る
。

８

前
四
項
の
規
定
は
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
法
第
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
金

銭
債
権
の
取
得
又
は
譲
渡
の
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。


